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第六次北本市男女行動計画（北本市男女共同参画プラン） 

概要 

 

 

１ 趣旨及び目的 

男女共同参画社会基本法第１４条第３項では、市町村は、国の男女共同参画基本計

画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、市町村における男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めなければならない

と規定されています。 

本市では、北本市男女共同参画推進条例１１条の規定に基づき北本市男女行動計画

（北本市男女共同参画プラン）を策定し、男女共同参画の推進に関する施策を総合的

かつ計画的に推進しております。 

この度、現行計画である第五次北本市男女行動計画の計画期間が令和４年度で終了

するため、次期計画である第六次北本市男女行動計画の策定作業を進めています。計

画は、男女共同参画社会を取り巻く社会の動向、これまでの市の男女共同参画の取組

状況及び北本市総合振興計画との整合性を踏まえながら、これまでの取組の更なる推

進及び新たな課題に対応していくための方策を抽出し、策定します。 

また女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第６条第２項の規定に基づ

く市町村推進計画、及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第２

条の３第３項の規定に基づく市町村基本計画も、本計画内に一体的に位置付けます。 

 

２ 策定時期 

令和４年３月（予定） 

 

３ 計画期間 

令和５年度から令和９年度までの５年間 

 

４ 策定の経緯 

令和３年 

７月１４日 

令和３年度第１回北本市男女共同参画推進委員会 

・第六次北本市男女行動計画策定事業の策定計画について審議 

８月２６日 

～ ９月 ６日 

令和３年度第２回北本市男女共同参画推進委員会（書面開催） 

・第六次男女行動計画策定に伴う意識・実態調査の調査方法及

び内容等について審議 
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９月１７日 市長諮問 

・市長から北本市男女共同参画審議会へ第六次北本市男女行動

計画の策定について意見を求める諮問書の提出 

９月１７日 

～１０月 ５日 

令和３年度第１回北本市男女共同参画審議会（書面開催） 

・第六次北本市男女行動計画策定事業の策定計画について審議 

・第六次男女行動計画策定に伴う意識・実態調査の調査方法及

び内容等について審議 

１０月３０日 

～１１月２２日 

第六次男女行動計画策定に伴う市民意識実態調査の実施 

１１月１７日 

～１２月 ６日 

第六次男女行動計画策定に伴う事業所アンケート調査の実施 

令和４年 

１月３１日 

令和３年度第３回北本市男女共同参画推進委員会 

・第六次男女行動計画策定に伴う意識・実態調査結果及び報告

書の内容について審議 

２月１６日 令和３年度第２回北本市男女共同参画審議会（書面開催） 

・第六次男女行動計画策定に伴う意識・実態調査結果及び報告

書の内容について審議 

５月３１日 令和４年度第１回北本市男女共同参画推進委員会 

・第六次北本市男女行動計画の骨子案について審議 

６月２８日 令和４年度第１回北本市男女共同参画審議会 

・第六次北本市男女行動計画の骨子案について審議 

８月２５日 令和４年度第２回北本市男女共同参画推進委員会 

・第六次北本市男女行動計画の素案について審議 

１０月１４日 令和４年度第３回北本市男女共同参画推進委員会 

・第六次北本市男女行動計画の原案について審議 

１０月２０日 

～１０月２４日 

令和４年度第４回北本市男女共同参画推進委員会（書面開催） 

・第六次北本市男女行動計画の原案（修正案）について審議 

１１月 ２日 令和４年度第２回北本市男女共同参画審議会 

・第六次北本市男女行動計画の原案について審議 
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５ 計画の構成 

 第１章 計画策定の趣旨 

計画策定の目的、計画策定の背景となる近年の国際社会、国、県及び本市の動向

並びに計画の性格を記載しています。 

 第２章 男女共同参画を取り巻く本市の現状と課題 

統計及び本計画策定に伴い令和３年度に実施した調査により把握した本市の現

状、並びに第五次北本市男女行動計画の検証結果を整理し、現在及びこれからの男

女共同参画に係る課題を記載しています。 

 第３章 計画の基本的な考え方 

計画の基本理念及び目標、体系並びに数値目標を記載しています。 

計画の体系は次のとおりです。 

基本目標 基本的な課題 施策の方向性 

基本目標１ 

男女共同参画社会

の実現と多様性の

尊重に向けた意識

づくり 

１－１ 

男女共同参画に関す

る教育・啓発や意識

の醸成 

1-1-① 男女共同参画に関する教

育・啓発の推進 

1-1-② 男女共同参画の視点に立

った教育・保育の推進 

１－２ 

多様性の尊重の推進 

1-2-① 性の多様性に対する理解

の促進 

基本目標２ 

男女がともに活躍

できる環境づくり 

【北本市女性活躍

推進計画】 

２－１ 

政策・意思決定の場

における女性の活躍

促進 

2-1-① 市政や地域活動における

女性の参画促進 

２－２ 

ワーク・ライフ・バラ

ンスの実現 

2-2-① 男女がともに働きやすい

職場環境の整備 

2-2-② 子育て支援・介護サービ

スの充実 

2-2-③ 男性の子育て・介護参加

への促進 

２－３ 

女性のチャレンジ支

援 

2-3-① 女性の就業・起業への支 

援 

2-3-② 経済分野における女性の

活躍推進に向けた支援 
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基本目標 基本的な課題 施策の方向性 

基本目標３ 

あらゆる暴力の根

絶 

【北本市配偶者等

からの暴力の防止

及び被害者支援基

本計画】 

３－１ 

暴力根絶のための意

識 

啓発 

3-1-① 意識啓発・広報の強化 

3-1-② 地域における暴力防止対

策の推進 

３－２ 

相談体制の充実 

3-2-① 相談体制の充実 

３－３ 

暴力被害者の保護・

支援 

3-3-① 被害者の安全確保・緊急

避難体制の確保 

3-3-② 被害者の自立支援 

基本目標４ 

安心・安全に暮らせ

る環境づくり 

４－１ 

防災・防犯分野にお

ける男女共同参画の

促進 

4-1-① 男女共同参画の視点に立

った防災・防犯体制の充実 

4-1-② 防災分野の政策決定過程

への女性の参画促進 

４－２ 

健康で安心して暮ら

せる環境整備 

4-2-① 誰もが安心して暮らし続

けるための支援 

4-2-② 互いの性と生命を尊重す

る意識づくり 

基本目標５ 

男女共同参画の推

進体制の強化 

５―１ 

計画の総合的な推進

体制の充実 

5-1-① 庁内における男女共同参

画の推進 

5-1-② 庁内推進体制の充実 

5-1-③ 計画の進行管理 

5-1-④ 国・県・市民・団体・事業

者等との協働 

 第４章 施策の展開 

計画の体系に沿って、現状と課題を整理するとともに、取組内容及び具体的な事

業内容を記載しています。 


